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◆夜間・休日急患センター等の小児科受診状況

年度 夜間・休日
急患センター

小児救急・小児総合
医療センター

（救命救急センター分を除く）

サブセンター
（休日急患診療所） 合　計

元
２
3
４
5

3,674人
551人
980人
2,540人
4,604人

30,402人
15,769人
20,326人
23,223人
29,199人

2,225人
403人
517人
787人
2,043人

36,301人
16,723人
21,823人
26,550人
35,846人

◆乳児死亡率（出産千人対）
〔乳児死亡の動向〕

年度
30
元
2
３
4

北九州市
1.9
2.6
2.0
1.9
1.9

福岡県
2.1
2.3
1.8
2.0
1.8

全　国
1.9
1.9
1.8
1.7
1.8

◆新生児死亡率（出産千人対）
年度
30
元
2
３
4

北九州市
1.0
1.2
0.9
0.8
0.8

福岡県
1.2
0.9
0.8
1.0
0.9

全　国
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8

◆周産期死亡率（出産千人対）
〔周産期死亡の動向〕

年度 北九州市
3.3
3.8
3.1
5.1
3.4

福岡県 全　国

◆乳児及び新生児死亡率の政令指定都市比較（令和４年）
乳児死亡率
2.4
1.7
1.5
1.9
2.1
1.6
1.9
1.1
2.5
2.0
1.8
2.3
1.7
0.9
1.2
1.0
0.7
1.9
2.0
3.3

新生児死亡率都 市 名
札 幌 市
仙 台 市
さ い た ま 市
千 葉 市
横 浜 市
川 崎 市
相 模 原 市
新 潟 市
静 岡 市
浜 松 市
名 古 屋 市
京 都 市
大 阪 市
堺 市
神 戸 市
岡 山 市
広 島 市
北 九 州 市
福 岡 市
熊 本 市
資　　　料：厚生労働省「人口動態統計」
用語の定義：乳児死亡　→生後１年未満の死亡
　　　　　　新生児死亡→生後４週未満の死亡

◆周産期死亡率の政令指定都市比較（令和４年）
周産期死亡率都 市 名

札 幌 市
仙 台 市
さ い た ま 市
千 葉 市
横 浜 市
川 崎 市
相 模 原 市
新 潟 市
静 岡 市
浜 松 市
名 古 屋 市
京 都 市
大 阪 市
堺 市
神 戸 市
岡 山 市
広 島 市
北 九 州 市
福 岡 市
熊 本 市
資　　　料：厚生労働省「人口動態統計」
用語の定義：周産期死亡
　　　　　　→妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を
　　　　　　　加えたもの

◆保護者がより力を入れてほしい子育て支援策（抜粋）

資料：北九州市子ども・子育て支援に関する市民アンケート調査
　　　（令和５年度）　
注：複数回答

資料：厚生労働省「人口動態統計」

資料：厚生労働省「人口動態統計」

小学生

中学・
高校生

就学前
児童

区分 内容

・経済的支援　　　　　　　　　　　　　　　55.8％
・子育てと仕事を両立できる環境　　　　　　46.1％
・安心して妊娠・出産・子育てできる医療体制　　36.7％

・安全・安心な公園や施設　　　　　　　　　43.8％

・経済的支援　　　　　　　　　　　　　　　49.7％

1.3
0.6
0.9
0.9
1.1
0.7
1.4
0.2
1.0
0.4
0.9
1.1
0.9
0.6
0.2
0.6
0.2
0.8
1.0
1.2

30
元
2
３
4

3.5
3.1
2.8
3.7
3.2

3.3
3.4
3.2
3.4
3.3

3.5
2.6
2.6
2.8
3.9
3.8
2.9
2.3
3.5
2.0
3.1
3.5
4.1
3.7
2.1
2.7
3.6
3.4
3.3
2.6
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（３）乳児・幼児期の教育や保育の充実
　　～生きる力で育つ、育てる、育ちあう～

● 乳児・幼児期の教育や保育は、子どもの健全な心身

の発達を図りつつ、生涯にわたる人格形成の基礎を培

う重要なものであり、３つの視点、すなわち「健やか

に伸び伸びと育つ」「身近な人と気持ちが通じ合う」

「身近なものと関わり感性が育つ」を持つことが重要と

なります。

● 現在、各現場では、「幼稚園教育要領」「保育所保育

指針」（以下、要領・指針）等に示された「育みたい資質・

能力」（３つの柱）（※１）、「幼児期の終わりまでに育っ

てほしい姿」(10 の姿 ) （※２）等を踏まえ、乳児・幼

児期の教育や保育の充実に取り組んでいます。

　市は、すべての子どもがこうした要領・指針等に基

づく質の高い教育や保育を受けられるよう、質の向上

や量の確保などの環境整備に取り組んでいくことが求

められます。

● 現在、保育所の待機児童数は、年度当初０人を維持

していますが、年度途中からは、地域や年齢によって

入所が困難になるケースも発生しています。

● 幼稚園や保育所等の運営については、要領・指針等

に示された「育みたい資質・能力」（３つの柱 ）、「幼

児期の終わりまでに育ってほしい姿」(10 の姿 ) 等を踏

まえ、質を確保するとともに、乳児・幼児の育ちを確

実に支えていきます。

● 幼稚園・保育所への満足度を維持できるよう、幼稚

園教諭・保育士の専門性の向上を図る研修や、第三者

評価等の実施により、教育や保育の質の維持・向上を

図っていきます。

● 引き続き、保育士の確保などに取り組むことで、待

機児童の継続的な解消に向けた環境整備を図っていき

ます。

● 幼児教育は次の小学校教育につなぐ重要な役割も

担っています。要領・指針等に示されている「幼児期

の終わりまでに育ってほしい姿」（10 の姿）等を手掛

りに、幼稚園教諭・保育士と小学校教師が子どもの姿

を共有するなど、幼児教育と小学校教育の円滑な接続

を図るための「保幼小連携」の取り組みに、引き続き

重点を置いていきます。

● 家庭の育児負担の軽減や、仕事と家庭のバランスの

とれた生活の充実につながるよう、延長保育や一時保

育、病児保育、幼稚園の預かり保育など、家庭の多様

なニーズに対応した保育の充実に取り組むとともに、

「ほっと子育てふれあい事業」や「子どもショートステ

イ事業」など、様々な預かり制度があることを広く周

知していきます。

※１ 育みたい資質・能力（３つの柱）

「知識及び技能の基礎」「思考力、判断力、表現力等の

基礎」「学びに向かう力、人間性等」

※２ 幼児期の終わりまでに育ってほしい姿（10 の姿）

「健康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意

識の芽生え」「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」

「自然との関わり・生命尊重」「数量や図形、標識や文

字などへの関心・感覚」「言葉による伝え合い」「豊か

な感性と表現」

現状・課題

方向性

２ 子どもや若者が健やかに成長するまちをつくる
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■認定こども園の普及

■小規模保育事業

■幼児教育の振興

■幼稚園における学校評価の実施

■児童福祉施設等第三者評価事業

主な取り組み

①教育・保育の質の向上と量の確保
■児童福祉施設等第三者評価事業
　　　　　　　　　　　　　〔こども施設企画課、子育て支援課〕

　平成 14 年 3 月に、「北九州市少子社会対策推進計画」

や「新北九州市保育 5 か年プラン」に基づいて、「北九

州市児童福祉施設等第三者評価委員会」を設置しまし

た。サービスの質の向上や、より適切な情報の提供を

図るため、児童福祉施設等（保育所、児童養護施設、

乳児院、母子生活支援施設等）を対象に第三者評価事

業を実施しています。なお、評価結果については、区

役所保健福祉課の窓口および市ホームページで公表し

ています。

※平成 24 年度から、児童養護施設、乳児院、母子生活

支援施設については、福岡県社会福祉協議会の認定事

業者が第三者評価を行っています。

○事業の目的

　個々の事業者が評価を通じて問題点を把握し、自己

改善を行うことにより、保育サービスの質の全般的な

レベルアップを図ります。

○第三者評価委員会の役割

 ・評価システムの構築

　評価基準や評価方法、調査方法などについて検討し

ます。

 ・実地調査（評価）の実施

　児童福祉施設等を実地調査（評価）します。

◆実施状況

年度 保育所 児童養護
施設等

地域型保育
再評価

保育所
再評価

元
２
3
4
5

延べ数

地域型
保育

※2回目参加施設を含む。
※令和４年度より認定こども園（保育所型）を含む。

年度
元
２
３
４
５

施設数
90施設
90施設
90施設
90施設
89施設

年度
２
３
４
５
6

施設数
30施設
42施設
55施設
60施設
65施設

◆利用状況

◆認定こども園施設数

年度 実　施
か所数 認可定員 延べ利用

児 童 数
元
２
3
４
5

45か所
47か所
47か所
47か所
47か所

834人
872人
865人
865人
865人

8,819人
9,200人
9,203人
9,390人
9,314人

※　3か所
1か所
3か所
4か所
3か所

188か所

13か所
1か所
5か所
2か所
3か所

130か所

2か所
1か所

―
６か所
２か所
18か所

―　
2か所
2か所

―
―

4か所

2か所
4か所
2か所

―
―
―

■幼児教育の振興〔こども施設企画課〕

　私立の幼稚園施設の設備や備品、教材などの購入、

特別な支援を要する幼児教育に対する補助など幼児教
育環境を整備するとともに、教諭の資質の向上を図る
ため、公私幼稚園合同研修の実施や幼稚園団体等が実
施する各種研修活動への補助を行っています。

・私立幼稚園数 89 園（令和６年 4 月 1 日）

■幼稚園における学校評価の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔こども施設企画課〕

　教育活動や幼稚園運営の目標を設定し、達成状況等

を評価することにより、継続的な改善を図ります。また、
自己評価と学校関係者による評価を行い、その結果を
公表しています。

◆私立幼稚園における学校関係者評価実施施設数

■認定こども園の普及〔こども施設企画課〕

　幼稚園、保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状

況等に関わらず利用できる施設である認定こども園の
普及に取り組んでいます。

■小規模保育事業〔こども施設企画課〕

　保護者の就労等の理由により保育を必要とする概ね

生後 6 か月から 3 歳未満の児童を、定員 6 人以上 19 人
以下で行う、小規模保育事業所を開設しています。
　事業所の設備や運営に関する基準、給食の提供、保
育料などは基本的に認可保育所と同じです。
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■事業所内保育事業
　保護者の就労等の理由により保育を必要とする概ね
生後６か月から３歳未満の児童を、会社の事業所の保
育施設などで従業員の子どもと地域の子どもを一緒に
保育する、事業所内保育事業所を開設しています。
　定員20人以上の保育所型事業所内保育と、定員19
人以下の小規模型事業所内保育があります。
　事業所の設備や運営に関する基準、給食の提供、保
育料などは基本的に認可保育所と同じです。

◆利用状況

年度 実　施
か所数 入所定員 延べ利用児童数

137人　　
うち地域枠102人

148人　　
うち地域枠117人

163人　　
うち地域枠134人

163人　　
うち地域枠134人

163人　　
うち地域枠134人

元

２

3

４

5

７か所

７か所

７か所

７か所

７か所

1,062人

1,202人

1,351人

1,324人

1,294人

■家庭的保育事業
　保護者の就労等の理由によ
り保育を必要とする生後57
日目から3歳未満の児童を、
保育士等の資格を持つ家庭的
保育事業者が、家庭的な雰囲
気の中で、保護者に代わって
保育をしています。

◆利用状況

年度 実　施
か所数 入所定員 延べ利用

児 童 数
元
２
3
４
5

14か所
14か所
15か所
16か所
16か所

70人
70人
75人
80人
80人

779人
787人
851人
941人
934人

② 幼稚園、保育所等における多様なニーズに対
　応した保育の充実

■延長保育事業
　保護者の就労形態の多様化、職住の遠距離化などに

伴う保育時間延長への保護者ニーズに対応するため、

保育時間を午後7時まで（あじさい保育所・三萩野保

育園は午後８時まで）延長しています。なお、平成18

年1月からは障害児の受け入れも行っています。

● 利用料　月額2,500円（１時間）
　 　　　　月額6,000円（２時間）

◆利用状況

年度 実施か所数
延べ登録児童数

１  所  当  た  り
月平均登録児童数

元 153か所

２

3

４

5

148か所

138か所

125か所

121か所

※詳細は実施施設にご確認ください。

32,190人
17.5人

24,491人
13.8人

22,351人
13.5人

18,629人
12.4人

17,509人
12.1人

■保育所入所定員の拡大
　認定こども園への移行支援や保育所の老朽改築に合

わせて入所定員の拡大を図り、待機児童の継続的な解

消を目指しています。

事 業

断続的
保　育 週３日

事業内容 利用
限度 定員

おおむね
10名程度

■一時保育事業
　保護者のパート就労や冠婚葬祭、育児リフレッシュ等の

理由により、一時的に家庭での保育が困難となる児童を保

育しています。なお、平成18年1月から、集団保育が可

能な中程度の障害のある子どもの受入れを行っています。

● 事業内容

保護者等のパート就労等により家
庭における保育が断続的に困難と
なる児童に対する保育サービス

緊　急
保　育 14日

保護者等の疾病・出産・冠婚葬祭等
により、緊急・一時的に保育が困難
となる児童に対する保育サービス

私的理由
（育児リフレッシュ） 週３日

保護者の育児に伴う心理的・肉体
的負担を解消するための保育サー
ビス

〔こども施設企画課〕

〔こども施設企画課〕

〔こども施設企画課〕

〔こども施設企画課〕

〔こども施設企画課〕
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■認定こども園の普及

■小規模保育事業

■幼児教育の振興

■幼稚園における学校評価の実施

■児童福祉施設等第三者評価事業

主な取り組み

①教育・保育の質の向上と量の確保
■児童福祉施設等第三者評価事業
　　　　　　　　　　　　　〔こども施設企画課、子育て支援課〕

　平成 14 年 3 月に、「北九州市少子社会対策推進計画」

や「新北九州市保育 5 か年プラン」に基づいて、「北九

州市児童福祉施設等第三者評価委員会」を設置しまし

た。サービスの質の向上や、より適切な情報の提供を

図るため、児童福祉施設等（保育所、児童養護施設、

乳児院、母子生活支援施設等）を対象に第三者評価事

業を実施しています。なお、評価結果については、区

役所保健福祉課の窓口および市ホームページで公表し

ています。

※平成 24 年度から、児童養護施設、乳児院、母子生活

支援施設については、福岡県社会福祉協議会の認定事

業者が第三者評価を行っています。

○事業の目的

　個々の事業者が評価を通じて問題点を把握し、自己

改善を行うことにより、保育サービスの質の全般的な

レベルアップを図ります。

○第三者評価委員会の役割

 ・評価システムの構築

　評価基準や評価方法、調査方法などについて検討し

ます。

 ・実地調査（評価）の実施

　児童福祉施設等を実地調査（評価）します。

◆実施状況

年度 保育所 児童養護
施設等

地域型保育
再評価

保育所
再評価

元
２
3
4
5

延べ数

地域型
保育

※2回目参加施設を含む。
※令和４年度より認定こども園（保育所型）を含む。

年度
元
２
３
４
５

施設数
90施設
90施設
90施設
90施設
89施設

年度
２
３
４
５
6

施設数
30施設
42施設
55施設
60施設
65施設

◆利用状況

◆認定こども園施設数

年度 実　施
か所数 認可定員 延べ利用

児 童 数
元
２
3
４
5

45か所
47か所
47か所
47か所
47か所

834人
872人
865人
865人
865人

8,819人
9,200人
9,203人
9,390人
9,314人

※　3か所
1か所
3か所
4か所
3か所

188か所

13か所
1か所
5か所
2か所
3か所

130か所

2か所
1か所

―
６か所
２か所
18か所

―　
2か所
2か所

―
―

4か所

2か所
4か所
2か所

―
―
―

■幼児教育の振興〔こども施設企画課〕

　私立の幼稚園施設の設備や備品、教材などの購入、

特別な支援を要する幼児教育に対する補助など幼児教
育環境を整備するとともに、教諭の資質の向上を図る
ため、公私幼稚園合同研修の実施や幼稚園団体等が実
施する各種研修活動への補助を行っています。

・私立幼稚園数 89 園（令和６年 4 月 1 日）

■幼稚園における学校評価の実施
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔こども施設企画課〕

　教育活動や幼稚園運営の目標を設定し、達成状況等

を評価することにより、継続的な改善を図ります。また、
自己評価と学校関係者による評価を行い、その結果を
公表しています。

◆私立幼稚園における学校関係者評価実施施設数

■認定こども園の普及〔こども施設企画課〕

　幼稚園、保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状

況等に関わらず利用できる施設である認定こども園の
普及に取り組んでいます。

■小規模保育事業〔こども施設企画課〕

　保護者の就労等の理由により保育を必要とする概ね

生後 6 か月から 3 歳未満の児童を、定員 6 人以上 19 人
以下で行う、小規模保育事業所を開設しています。
　事業所の設備や運営に関する基準、給食の提供、保
育料などは基本的に認可保育所と同じです。
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■事業所内保育事業■事業所内保育事業
　保護者の就労等の理由により保育を必要とする概ね
生後６か月から３歳未満の児童を、会社の事業所の保
育施設などで従業員の子どもと地域の子どもを一緒に
保育する、事業所内保育事業所を開設しています。
　定員20人以上の保育所型事業所内保育と、定員19
人以下の小規模型事業所内保育があります。
　事業所の設備や運営に関する基準、給食の提供、保
育料などは基本的に認可保育所と同じです。

◆利用状況

年度 実　施
か所数 入所定員 延べ利用児童数

137人　　
うち地域枠102人

148人　　
うち地域枠117人

163人　　
うち地域枠134人

163人　　
うち地域枠134人

163人　　
うち地域枠134人

元

２

3

４

5

７か所

７か所

７か所

７か所

７か所

1,062人

1,202人

1,351人

1,324人

1,294人

■家庭的保育事業■家庭的保育事業
　保護者の就労等の理由によ
り保育を必要とする生後57
日目から3歳未満の児童を、
保育士等の資格を持つ家庭的
保育事業者が、家庭的な雰囲
気の中で、保護者に代わって
保育をしています。

◆利用状況

年度 実　施
か所数 入所定員 延べ利用

児 童 数
元
２
3
４
5

14か所
14か所
15か所
16か所
16か所

70人
70人
75人
80人
80人

779人
787人
851人
941人
934人

② 幼稚園、保育所等における多様なニーズに対
　応した保育の充実

■延長保育事業■延長保育事業
　保護者の就労形態の多様化、職住の遠距離化などに

伴う保育時間延長への保護者ニーズに対応するため、

保育時間を午後7時まで（あじさい保育所・三萩野保

育園は午後８時まで）延長しています。なお、平成18

年1月からは障害児の受け入れも行っています。

● 利用料　月額2,500円（１時間）
　 　　　　月額6,000円（２時間）

◆利用状況

年度 実施か所数
延べ登録児童数

１  所  当  た  り
月平均登録児童数

元 153か所

２

3

４

5

148か所

138か所

125か所

121か所

※詳細は実施施設にご確認ください。

32,190人
17.5人

24,491人
13.8人

22,351人
13.5人

18,629人
12.4人

17,509人
12.1人

■保育所入所定員の拡大■保育所入所定員の拡大
　認定こども園への移行支援や保育所の老朽改築に合

わせて入所定員の拡大を図り、待機児童の継続的な解

消を目指しています。

事 業

断続的
保　育 週３日

事業内容 利用
限度 定員

おおむね
10名程度

■一時保育事業■一時保育事業
　保護者のパート就労や冠婚葬祭、育児リフレッシュ等の

理由により、一時的に家庭での保育が困難となる児童を保

育しています。なお、平成18年1月から、集団保育が可

能な中程度の障害のある子どもの受入れを行っています。

● 事業内容

保護者等のパート就労等により家
庭における保育が断続的に困難と
なる児童に対する保育サービス

緊　急
保　育 14日

保護者等の疾病・出産・冠婚葬祭等
により、緊急・一時的に保育が困難
となる児童に対する保育サービス

私的理由
（育児リフレッシュ） 週３日

保護者の育児に伴う心理的・肉体
的負担を解消するための保育サー
ビス

〔こども施設企画課〕

〔こども施設企画課〕

〔こども施設企画課〕

〔こども施設企画課〕

〔こども施設企画課〕



24

◆利用状況

年度
延べ利用児童数

元

２

3

４

5

実　施
か所数 断続的保育 緊急保育 育児リフレ

ッシュ保育

82か所

79か所

76か所

70か所

70か所

15,633人
10,392人
（66.5％）

  876人
（5.6％）

4,365人
（27.9％）

  6,879人
4,512人

（65.6％）
  381人

（5.5％）
1,986人

（28.9％）
  7,479人

5,568人
（74.4％）

  251人
（3.4％）

1,660人
（22.2％）

  6,840人
5,118人

（74.8％）
  291人

（4.3％）
1,431人

（20.9％）

  7,604人
4,447人

（58.5％）
  500人

（6.6％）
2,657人

（34.9％）

◆利用状況

年度 実　施
か所数

登　録
児童数

延べ利用
児 童 数

元
２
３
４
5

7か所
7か所
7か所
7か所
7か所

845人
564人
559人
490人
485人

2,084人
1,484人
1,739人
1,866人
1,889人

■休日保育事業■休日保育事業
　保護者の就労形態の多様化により、休日に就業する

保護者等を支援するため、休日に保育所を開所し、日

曜日、祝日および年末の保育需要に対応する休日保育

事業を実施しています。

● 定員
● 保育時間

1 所おおむね 15 人

7：00 ～ 18：00

■夜間（長時間）保育事業■夜間（長時間）保育事業
　夜間の保育需要に対応するため、最大、午前7時か

ら午前0時まで利用できる夜間（長時間）保育事業を

小倉北ふれあい保育所・夜間部（定員45人）で実施し

ています。

◆利用状況
年度
元
2
３
４
5

延べ利用児童数
578人
539人
542人
497人
456人

■病児保育事業■病児保育事業
　病気中、または病気やけがの回復期にあり、保育所

等での集団保育が困難な期間で、保護者が勤務の都合

等により家庭で保育を行うことが困難な場合に、病児

保育室で保育を行っています。

● 定員
● 利用対象者

● 利用料

１所おおむね 6人

原則として市内に居住するおおむね

生後 3か月から小学校 6年生までの

児童

福 岡 県 内 居 住 世 帯 0円

2,000円福 岡 県 外 居 住 世 帯

◆利用状況

年度 実　施
か所数

登 録 者 数
（年度末時点）

元
２
3
４
5

12か所
13か所
13か所
13か所
13か所

3,918人
1,812人
2,657人
2,448人
4,269人

延　　べ
利用者数
9,029人
3,595人
5,908人
6,896人

13,221人

〔こども施設企画課〕

〔こども施設企画課〕

〔こども施設企画課〕

　医療的ケア児の地域生活支援の向上を図るため、直

営保育所２か所に看護師を配置し、保育所での集団保

育を行うことが可能な医療的ケア児の受け入れを行っ

ています。

◆利用状況
年度 実利用人数
元
２
3
4
5

３名
３名
２名
５名
４名

■医療的ケア児保育支援事業■医療的ケア児保育支援事業■医療的ケア児保育支援事業■医療的ケア児保育支援事業■医療的ケア児保育支援事業
〔子ども家庭局こども施設企画課〕
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■直営保育所への親子通園クラスの設置

■幼稚園、保育所等、小学校の連携

○保幼小連携事業

③幼稚園、保育所等と小学校の連携の充実
■幼稚園、保育所等、小学校の連携
　　　　　　　　　〔こども施設企画課、教育委員会学校教育課〕

　子どもを取り巻く社会環境が大きく変化する中、子

どもを健やかに育むために、幼稚園、保育所等、小学

校が連携し、幼稚園、保育所等の保育環境から小学校

の学習環境への円滑な接続を図っています。平成 24 年

度より各幼稚園、保育所等、小学校に保幼小連携担当

者を設置して、さらに充実した連携に努めています。

○保幼小連携事業
　保幼小の連携を推進するため、保幼小連携プログラ

ム「つながる」及び「北九州市版幼児教育と小学校教

育の接続カリキュラム」を活用するとともに、各小学

校区における研修会を開催しています。

◆保幼小連携事業を実施する保育所・幼稚園・小学校の

割合

年度 実施率
元
２
3
４
5

99.0％
88.3％
84.7％
88.5％
91.3％

年度 実利用組数
元
２
3
4
5

37 組
36 組
38 組
34 組
31 組

④幼稚園、保育所等における子育て支援の充実
■直営保育所への親子通園クラスの設置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔こども施設企画課〕

　直営保育所に親子通園クラスを設置し、発達の気に

なる子どもや育児に不安を持つ保護者などを親子で受

け入れ、保育所での遊びや体験、相談を通じて継続し

た支援を行っています。

　また、関係機関と連携しながら、保育所、幼稚園、

療育機関などへの移行支援を行います。

・実施施設 ３か所

（東篠崎保育所、徳力保育所、黒崎保育所）

◆実利用組数

◆利用状況
年度 延べ利用人数
元
２
3
4
5

　2人
0人

40人
138人
130人

○子どもトワイライトステイ（北九州市児童夜間養育）事業

〔子育て支援課〕

○子どもショートステイ（北九州市児童短期養育入所）事業

　疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、出張、転勤、看護、

公的行事参加などのために、家庭で養育することが一

時的に困難な場合、児童自身が一時的に保護者と離れ

ることを希望する場合、レスパイト・ケアや育児不安

から親子での入所が必要な場合に、児童養護施設等で

子どものお預かりや、親子での入所ができる制度です。

区
門 司 区
小倉南区
若 松 区
八幡西区

門司ケ関学園、天使育児園
双葉学園
若松児童ホーム、暁の鐘学園
聖小崎ホーム、双葉学園みのり

施　設　名

● 実施施設
　・児童養護施設 

　・乳児院（北九州乳児院、主に２歳未満の乳幼児の預
　　かりのみ対応
　・里親（児童の預かりのみ対応）
　・母子生活支援施設（２施設、親子での入所のみ対応）

◆利用状況
年度 延べ利用人数
元
２
3
4
5

436人
528人
554人
708人
644人

■子どもショートステイ・トワイライトステイ事業

　児童を養育している保護者が、仕事の都合などによ

り帰宅が恒常的に夜間にわたるため、児童に対する生

活指導や家事の面などで困難が生じている場合や、児

童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、

レスパイト・ケアや育児不安から親子での入所が必要

な場合に、その児童を児童養護施設に通所させ、また

は親子で通所し、生活指導や夕食の提供等を行うこと

により、児童の福祉の向上を図る制度です。

● 対象者　・18 歳未満の児童

　　　　　 ・親子入所の場合は 18 歳未満の児童とその親
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◆利用状況

年度
延べ利用児童数

元

２

3

４

5

実　施
か所数 断続的保育 緊急保育 育児リフレ

ッシュ保育

82か所

79か所

76か所

70か所

70か所

15,633人
10,392人
（66.5％）

  876人
（5.6％）

4,365人
（27.9％）

  6,879人
4,512人

（65.6％）
  381人

（5.5％）
1,986人

（28.9％）
  7,479人

5,568人
（74.4％）

  251人
（3.4％）

1,660人
（22.2％）

  6,840人
5,118人

（74.8％）
  291人

（4.3％）
1,431人

（20.9％）

  7,604人
4,447人

（58.5％）
  500人

（6.6％）
2,657人

（34.9％）

◆利用状況

年度 実　施
か所数

登　録
児童数

延べ利用
児 童 数

元
２
３
４
5

7か所
7か所
7か所
7か所
7か所

845人
564人
559人
490人
485人

2,084人
1,484人
1,739人
1,866人
1,889人

■休日保育事業
　保護者の就労形態の多様化により、休日に就業する

保護者等を支援するため、休日に保育所を開所し、日

曜日、祝日および年末の保育需要に対応する休日保育

事業を実施しています。

● 定員
● 保育時間

1 所おおむね 15 人

7：00 ～ 18：00

■夜間（長時間）保育事業
　夜間の保育需要に対応するため、最大、午前7時か

ら午前0時まで利用できる夜間（長時間）保育事業を

小倉北ふれあい保育所・夜間部（定員45人）で実施し

ています。

◆利用状況
年度
元
2
３
４
5

延べ利用児童数
578人
539人
542人
497人
456人

■病児保育事業
　病気中、または病気やけがの回復期にあり、保育所

等での集団保育が困難な期間で、保護者が勤務の都合

等により家庭で保育を行うことが困難な場合に、病児

保育室で保育を行っています。

● 定員
● 利用対象者

● 利用料

１所おおむね 6人

原則として市内に居住するおおむね

生後 3か月から小学校 6年生までの

児童

福 岡 県 内 居 住 世 帯 0円

2,000円福 岡 県 外 居 住 世 帯

◆利用状況

年度 実　施
か所数

登 録 者 数
（年度末時点）

元
２
3
４
5

12か所
13か所
13か所
13か所
13か所

3,918人
1,812人
2,657人
2,448人
4,269人

延　　べ
利用者数
9,029人
3,595人
5,908人
6,896人

13,221人

〔こども施設企画課〕

〔こども施設企画課〕

〔こども施設企画課〕

　医療的ケア児の地域生活支援の向上を図るため、直

営保育所２か所に看護師を配置し、保育所での集団保

育を行うことが可能な医療的ケア児の受け入れを行っ

ています。

◆利用状況
年度 実利用人数
元
２
3
4
5

３名
３名
２名
５名
４名

■医療的ケア児保育支援事業
〔子ども家庭局こども施設企画課〕
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■直営保育所への親子通園クラスの設置

■幼稚園、保育所等、小学校の連携

○保幼小連携事業

③幼稚園、保育所等と小学校の連携の充実
■幼稚園、保育所等、小学校の連携
　　　　　　　　　〔こども施設企画課、教育委員会学校教育課〕

　子どもを取り巻く社会環境が大きく変化する中、子

どもを健やかに育むために、幼稚園、保育所等、小学

校が連携し、幼稚園、保育所等の保育環境から小学校

の学習環境への円滑な接続を図っています。平成 24 年

度より各幼稚園、保育所等、小学校に保幼小連携担当

者を設置して、さらに充実した連携に努めています。

○保幼小連携事業
　保幼小の連携を推進するため、保幼小連携プログラ

ム「つながる」及び「北九州市版幼児教育と小学校教

育の接続カリキュラム」を活用するとともに、各小学

校区における研修会を開催しています。

◆保幼小連携事業を実施する保育所・幼稚園・小学校の

割合

年度 実施率
元
２
3
４
5

99.0％
88.3％
84.7％
88.5％
91.3％

年度 実利用組数
元
２
3
4
5

37 組
36 組
38 組
34 組
31 組

④幼稚園、保育所等における子育て支援の充実
■直営保育所への親子通園クラスの設置
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔こども施設企画課〕

　直営保育所に親子通園クラスを設置し、発達の気に

なる子どもや育児に不安を持つ保護者などを親子で受

け入れ、保育所での遊びや体験、相談を通じて継続し

た支援を行っています。

　また、関係機関と連携しながら、保育所、幼稚園、

療育機関などへの移行支援を行います。

・実施施設 ３か所

（東篠崎保育所、徳力保育所、黒崎保育所）

◆実利用組数

◆利用状況
年度 延べ利用人数
元
２
3
4
5

　2人
0人

40人
138人
130人

○子どもトワイライトステイ（北九州市児童夜間養育）事業○○○○子どもトワイライトステイ○子どもトワイライトステイ子どもトワイライトステイ子どもトワイライトステイ子どもトワイライトステイ子どもトワイライトステイ（北九州市児童夜間養育）事業（北九州市児童夜間養育）事業（北九州市児童夜間養育）事業（北九州市児童夜間養育）事業

〔子育て支援課〕

○子どもショートステイ（北九州市児童短期養育入所）事業○子どもショートステイ（北九州市児童短期養育入所）事業

　疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、出張、転勤、看護、

公的行事参加などのために、家庭で養育することが一

時的に困難な場合、児童自身が一時的に保護者と離れ

ることを希望する場合、レスパイト・ケアや育児不安

から親子での入所が必要な場合に、児童養護施設等で

子どものお預かりや、親子での入所ができる制度です。

区
門 司 区
小倉南区
若 松 区
八幡西区

門司ケ関学園、天使育児園
双葉学園
若松児童ホーム、暁の鐘学園
聖小崎ホーム、双葉学園みのり

施　設　名

● 実施施設
　・児童養護施設 

　・乳児院（北九州乳児院、主に２歳未満の乳幼児の預
　　かりのみ対応
　・里親（児童の預かりのみ対応）
　・母子生活支援施設（２施設、親子での入所のみ対応）

◆利用状況
年度 延べ利用人数
元
２
3
4
5

436人
528人
554人
708人
644人

■子どもショートステイ・トワイライトステイ事業■■■■子どもショートステ子どもショートステ子どもショートステ子どもショートステイ・トワイライトステイ・トワイライトステイ・トワイライトステイ・トワイライトステイイ・トワイライトステイイイイイ事業事業事業事業

　児童を養育している保護者が、仕事の都合などによ

り帰宅が恒常的に夜間にわたるため、児童に対する生

活指導や家事の面などで困難が生じている場合や、児

童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、

レスパイト・ケアや育児不安から親子での入所が必要

な場合に、その児童を児童養護施設に通所させ、また

は親子で通所し、生活指導や夕食の提供等を行うこと

により、児童の福祉の向上を図る制度です。

● 対象者　・18 歳未満の児童

　　　　　 ・親子入所の場合は 18 歳未満の児童とその親
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◆市立小学校第１学年児童の就学前教育の状況（令和６年５月１日現在）

注：就園率については、四捨五入した数を使用しているため総数と内容の合計が一致しない場合がある。

区分 １学年
児童数

就園児 不就園児 就園児の内容
幼稚園 保育所 その他

門　司
小倉北
小倉南
若　松
八幡東
八幡西
戸　畑
合　計

577人
1,122人
1,637人

678人
453人

1,943人
376人

6,786人

577人
1,122人
1,637人

678人
453人

1,943人
376人

6,786人

577人
1,114人
1,628人

673人
452人

1,932人
371人

6,747人

577人
1,114人
1,628人

673人
452人

1,932人
371人

6,747人

実数
100.0％
99.3％
99.5％
99.3％
99.8％
99.4％
98.7％
99.4％

100.0％
99.3％
99.5％
99.3％
99.8％
99.4％
98.7％
99.4％

就園率
0人
8人
9人
5人
1人

11人
5人

39人

0人
8人
9人
5人
1人

11人
5人

39人

実数
0.0％
0.7％
0.5％
0.7％
0.2％
0.6％
1.3％
0.6％

0.0％
0.7％
0.5％
0.7％
0.2％
0.6％
1.3％
0.6％

不就園率
274人
509人
920人
394人
264人

1,199人
178人

3,738人

274人
509人
920人
394人
264人

1,199人
178人

3,738人

実数
47.5％
45.4％
56.2％
58.1％
58.3％
61.7％
47.3％
55.1％

47.5％
45.4％
56.2％
58.1％
58.3％
61.7％
47.3％
55.1％

就園率
301人
603人
701人
272人
188人
727人
193人

2,985人

301人
603人
701人
272人
188人
727人
193人

2,985人

実数
52.2％
53.7％
42.8％
40.1％
41.5％
37.4％
51.3％
44.0％

52.2％
53.7％
42.8％
40.1％
41.5％
37.4％
51.3％
44.0％

就園率
2人
2人
7人
7人
0人
6人
0人

24人

2人
2人
7人
7人
0人
6人
0人

24人

実数
0.3％
0.2％
0.4％
1.0％
0.0％
0.3％
0.0％
0.4％

0.3％
0.2％
0.4％
1.0％
0.0％
0.3％
0.0％
0.4％

就園率

◆幼稚園における在園状況（令和６年５月１日現在）

　注：（　）内は園・所数。
　※幼稚園には幼稚園型認定こども園を含む。

809人
(10)

809人
(10)

― ―

1,431人
(15)

1,441人
(16)

10人
(1)

11人
(1)

2,852人
(20)

2,841人
(19)

879人
(11)

879人
(11)

760人
(7)

768人
(8)

8人
(1)

5人
(1)

3,143人
(23)

3,138人
(22)

375人
(5)

 375人
(5)

―市　立
(4か所)

私　立
(89か所)

区分

幼
　稚
　園

合計

34人

10,233人

10,267人

34人

3,739人

3,773人

―     

3,309人

3,309人

―     

3,013人

3,013人

―　  

172人

172人

５歳児 ４歳児 ３歳児 ３歳児
未　満 門司 小倉北 小倉南 若松 八幡東 八幡西 戸畑

◆保育所などにおける在園状況（令和６年４月１日現在）

　注：（　）内は園・所数
　※保育所には保育所型認定こども園を含む

71人
(1)

1,290人
(17)
15人
(3)

256人
(5)

2,724人
(29)
10人
(2)

459人
(5)

2,792人
(33)
7人
(2)

91人
(1)

968人
(12)
7人
(2)

55人
(1)

 1,020人
(12)
 5人
(1)

190人
(2)

3,178人
(37)
24人

(6)

1,361人
(18)

2,980人
(34)

3,251人
(38)

1,059人
(13)

1,075人
(13)

3,368人
(39)

1,118人
(11)

 913人
(9)
5人
(1)

11人
(1)

118人
(8)

194人
(13)

 40人
(3)

 49人
(3)

285人
(19)

0人
(0)

1,387人
(22)

3,122人
(46)

3,524人
(56)

 1,114人
(20)

 1,129人
(17)

 3,677人
(64)

1,123人
(12)

合　計
(237か所)

計
(166)
市立
(17)
私立
(149)

家庭的保育事業
(17)

区分

保
　育
　所
　な
　ど

合計

14,212人

1,327人

12,885人

73人

697人

94人

15,076人

2,750人

253人

2,497人

─　  

─　  

 　  ─　  

2,750人

2,691人

266人

2,425人

─　  

─　  

 ─　  

2,691人

2,624人

247人

2,377人

─　  

─　  

　 ─　  

2,624人

6,147人

561人

5,586人

73人

697人

94人

7,011人

５歳児 ４歳児 ３歳児 ３　歳
未満児 門司 小倉北 小倉南 若松 八幡東 八幡西 戸畑

保 

育 

所

事業所内保育事業
(7)

0人
(0)

14人
(2)

72人
(3)

8人
(2)

 0人
(0)

0人
(0)

0人
(0)

小規模保育事業
(47)

合　計
(93か所)

205人
(2)

◆認定こども園における在園状況（令和６年４月１日現在）

資料：北九州市教育委員会「教育要覧2024」
注：（　）内は施設数

私立認定こども園
（65か所）

1人
（0）

1, 247人
（11）

2,637人
（25）

543人
（5）

899人
（8）

1,642人
（16）

0人
（0）

区分 合計

6,969人 1,677人 1,582人 1,586人 2,124人

５歳児 ４歳児 ３歳児 ３　歳
未満児 門司 小倉北 小倉南 若松 八幡東 八幡西 戸畑

◆各施設に対する満足度

84.0％
86.6％
84.9％
89.0％

施　設 区分 元 ４

幼稚園等

保育所等

施設、環境
教育・保育の内容

施設、環境
教育・保育の内容

資料：「元気発進！子どもプラン(第2次計画)」に関する市民アンケート調査（平成28～令和元年度）
「元気発進！子どもプラン(第３次計画)」に関する市民アンケート調査（令和2年～令和５年度）

91.0%
91.4%
89.3%
92.1%

５
89.9%
91.3%
90.7%
93.8%

3
88.6%
89.8%
89.5%
93.2%

2
87.7%
89.0%
86.1%
91.5%
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注：民間保育所には保育所型認定こども園を含む。

◆運営主体別保育所数の推移（各年４月１日現在）
年度

直　営

委　託

民　　間
計

区分

公
　
立

◆保育所等定員および利用児童数の推移（各年４月１日現在）
年度

入　所　率
入所児童数
定　　　員

人数

◆待機児童数の推移（各年１日現在）
年度

４　月
基準月

4

指定管理
　5か所

　15か所

　146か所
166か所

５

指定管理
　5か所

　14か所

　147か所
166か所

6

指定管理
　4か所

　13か所

　149か所
166か所

3

指定管理
5か所

16か所

146か所
167か所

２

指定管理
8か所

16か所

142か所
166か所

元

指定管理
8か所

17か所

141か所
166か所

元
19,093人
17,453人

91.4％

4
18,833人
17,036人

90.4％

５
18,749人
16,647人

88.8％

6
18,680人
16,598人

88.9％

3
19,084人
17,409人

91.2％

２
19,125人
17,642人

92.2％

4
0人

５
0人

6
0人

3
0人

２
0人

元
0人

※平成27年度からは、保育所のほか、認定こども園（保育）、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業を含む

資料：北九州市子ども・子育て支援に関する市民アンケート調査（令和５年度）

割　合区　分
40.7%
57.1%

できれば施設を利用したい
利用したいとは思わない

◆土曜日、日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望
日曜日・祝日土曜日区　分

13.4% 
38.0% 
48.6% 

2.2%
22.6%
75.2%

ほぼ利用したい 
月に１～２回は利用したい 
利用する必要はない・無回答

資料：北九州市子ども・子育て支援に関する市民アンケート調査（令和５年度）

◆子どもが病気等で教育・保育事業を利用できなかったとき、父母のいずれかが休んだ保護者
の病児・病後児保育施設等の利用希望
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◆市立小学校第１学年児童の就学前教育の状況（令和６年５月１日現在）

注：就園率については、四捨五入した数を使用しているため総数と内容の合計が一致しない場合がある。

区分 １学年
児童数

就園児 不就園児 就園児の内容
幼稚園 保育所 その他

門　司
小倉北
小倉南
若　松
八幡東
八幡西
戸　畑
合　計

577人
1,122人
1,637人

678人
453人

1,943人
376人

6,786人

577人
1,122人
1,637人

678人
453人

1,943人
376人

6,786人

577人
1,114人
1,628人

673人
452人

1,932人
371人

6,747人

577人
1,114人
1,628人

673人
452人

1,932人
371人

6,747人

実数
100.0％
99.3％
99.5％
99.3％
99.8％
99.4％
98.7％
99.4％

100.0％
99.3％
99.5％
99.3％
99.8％
99.4％
98.7％
99.4％

就園率
0人
8人
9人
5人
1人

11人
5人

39人

0人
8人
9人
5人
1人

11人
5人

39人

実数
0.0％
0.7％
0.5％
0.7％
0.2％
0.6％
1.3％
0.6％

0.0％
0.7％
0.5％
0.7％
0.2％
0.6％
1.3％
0.6％

不就園率
274人
509人
920人
394人
264人

1,199人
178人

3,738人

274人
509人
920人
394人
264人

1,199人
178人

3,738人

実数
47.5％
45.4％
56.2％
58.1％
58.3％
61.7％
47.3％
55.1％

47.5％
45.4％
56.2％
58.1％
58.3％
61.7％
47.3％
55.1％

就園率
301人
603人
701人
272人
188人
727人
193人

2,985人

301人
603人
701人
272人
188人
727人
193人

2,985人

実数
52.2％
53.7％
42.8％
40.1％
41.5％
37.4％
51.3％
44.0％

52.2％
53.7％
42.8％
40.1％
41.5％
37.4％
51.3％
44.0％

就園率
2人
2人
7人
7人
0人
6人
0人

24人

2人
2人
7人
7人
0人
6人
0人

24人

実数
0.3％
0.2％
0.4％
1.0％
0.0％
0.3％
0.0％
0.4％

0.3％
0.2％
0.4％
1.0％
0.0％
0.3％
0.0％
0.4％

就園率

◆幼稚園における在園状況（令和６年５月１日現在）

　注：（　）内は園・所数。
　※幼稚園には幼稚園型認定こども園を含む。

809人
(10)

809人
(10)

― ―

1,431人
(15)

1,441人
(16)

10人
(1)

11人
(1)

2,852人
(20)

2,841人
(19)

879人
(11)

879人
(11)

760人
(7)

768人
(8)

8人
(1)

5人
(1)

3,143人
(23)

3,138人
(22)

375人
(5)

 375人
(5)

―市　立
(4か所)

私　立
(89か所)

区分

幼
　稚
　園

合計

34人

10,233人

10,267人

34人

3,739人

3,773人

―     

3,309人

3,309人

―     

3,013人

3,013人

―　  

172人

172人

５歳児 ４歳児 ３歳児 ３歳児
未　満 門司 小倉北 小倉南 若松 八幡東 八幡西 戸畑

◆保育所などにおける在園状況（令和６年４月１日現在）

　注：（　）内は園・所数
　※保育所には保育所型認定こども園を含む

71人
(1)

1,290人
(17)
15人
(3)

256人
(5)

2,724人
(29)
10人
(2)

459人
(5)

2,792人
(33)
7人
(2)

91人
(1)

968人
(12)
7人
(2)

55人
(1)

 1,020人
(12)
 5人
(1)

190人
(2)

3,178人
(37)
24人

(6)

1,361人
(18)

2,980人
(34)

3,251人
(38)

1,059人
(13)

1,075人
(13)

3,368人
(39)

1,118人
(11)

 913人
(9)
5人
(1)

11人
(1)

118人
(8)

194人
(13)

 40人
(3)

 49人
(3)

285人
(19)

0人
(0)

1,387人
(22)

3,122人
(46)

3,524人
(56)

 1,114人
(20)

 1,129人
(17)

 3,677人
(64)

1,123人
(12)

合　計
(237か所)

計
(166)
市立
(17)
私立
(149)

家庭的保育事業
(17)

区分

保
　育
　所
　な
　ど

合計

14,212人

1,327人

12,885人

73人

697人

94人

15,076人

2,750人

253人

2,497人

─　  

─　  

 　  ─　  

2,750人

2,691人

266人

2,425人

─　  

─　  

 ─　  

2,691人

2,624人

247人

2,377人

─　  

─　  

　 ─　  

2,624人

6,147人

561人

5,586人

73人

697人

94人

7,011人

５歳児 ４歳児 ３歳児 ３　歳
未満児 門司 小倉北 小倉南 若松 八幡東 八幡西 戸畑

保 

育 

所

事業所内保育事業
(7)

0人
(0)

14人
(2)

72人
(3)

8人
(2)

 0人
(0)

0人
(0)

0人
(0)

小規模保育事業
(47)

合　計
(93か所)

205人
(2)

◆認定こども園における在園状況（令和６年４月１日現在）

資料：北九州市教育委員会「教育要覧2024」
注：（　）内は施設数

私立認定こども園
（65か所）

1人
（0）

1, 247人
（11）

2,637人
（25）

543人
（5）

899人
（8）

1,642人
（16）

0人
（0）

区分 合計

6,969人 1,677人 1,582人 1,586人 2,124人

５歳児 ４歳児 ３歳児 ３　歳
未満児 門司 小倉北 小倉南 若松 八幡東 八幡西 戸畑

◆各施設に対する満足度

84.0％
86.6％
84.9％
89.0％

施　設 区分 元 ４

幼稚園等

保育所等

施設、環境
教育・保育の内容

施設、環境
教育・保育の内容

資料：「元気発進！子どもプラン(第2次計画)」に関する市民アンケート調査（平成28～令和元年度）
「元気発進！子どもプラン(第３次計画)」に関する市民アンケート調査（令和2年～令和５年度）

91.0%
91.4%
89.3%
92.1%

５
89.9%
91.3%
90.7%
93.8%

3
88.6%
89.8%
89.5%
93.2%

2
87.7%
89.0%
86.1%
91.5%

第
２
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も
・
家
庭
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め
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者
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を
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く
る
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策
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注：民間保育所には保育所型認定こども園を含む。

◆運営主体別保育所数の推移（各年４月１日現在）
年度

直　営

委　託

民　　間
計

区分

公
　
立

◆保育所等定員および利用児童数の推移（各年４月１日現在）
年度

入　所　率
入所児童数
定　　　員

人数

◆待機児童数の推移（各年１日現在）
年度

４　月
基準月

4

指定管理
　5か所

　15か所

　146か所
166か所

５

指定管理
　5か所

　14か所

　147か所
166か所

6

指定管理
　4か所

　13か所

　149か所
166か所

3

指定管理
5か所

16か所

146か所
167か所

２

指定管理
8か所

16か所

142か所
166か所

元

指定管理
8か所

17か所

141か所
166か所

元
19,093人
17,453人

91.4％

4
18,833人
17,036人

90.4％

５
18,749人
16,647人

88.8％

6
18,680人
16,598人

88.9％

3
19,084人
17,409人

91.2％

２
19,125人
17,642人

92.2％

4
0人

５
0人

6
0人

3
0人

２
0人

元
0人

※平成27年度からは、保育所のほか、認定こども園（保育）、家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業を含む

資料：北九州市子ども・子育て支援に関する市民アンケート調査（令和５年度）

割　合区　分
40.7%
57.1%

できれば施設を利用したい
利用したいとは思わない

◆土曜日、日曜日・祝日の定期的な教育・保育事業の利用希望
日曜日・祝日土曜日区　分

13.4% 
38.0% 
48.6% 

2.2%
22.6%
75.2%

ほぼ利用したい 
月に１～２回は利用したい 
利用する必要はない・無回答

資料：北九州市子ども・子育て支援に関する市民アンケート調査（令和５年度）

◆子どもが病気等で教育・保育事業を利用できなかったとき、父母のいずれかが休んだ保護者
の病児・病後児保育施設等の利用希望


